
　　　　　　　＊願書の記入欄「本財団以外の奨学金の関係事項」は、漏れなく記入してください。すでに他の奨学金（給付型・貸与型を問いません）を受けている 
　　　　　　　　 学生にも、奨学金を支給します。ただし他団体等が重複受給を認めていない等の理由で奨学金支給決定通知後の辞退は受けられません。



　　4. 応募の手続 推薦書は，指導教員に所見欄を記入してもらってから，提出期限の3日前までに 
所属の学務係へ学部長または研究科長印の証明を依頼してください。 
（指導教員が定まっていない場合は，所属の学務係に記入者を確認してください）

令和７年度本学の学生だった者は，4月3日（金）以降に学生支
援課②，③番窓口または所属の学務係にある証明書発行機から
各自で発行してください。 
それ以外の者は，提出期限までに余裕をもって卒業学校に発行
を依頼してください。

2026年4月27日（月）　※必着
＜書類提出先＞ 
　　新潟大学学務部学生支援課奨学支援係 
　　（総合教育研究棟A棟１階①番窓口） 
　　〒950-2181　新潟市西区五十嵐2の町8050番地 
　　TEL：025-262-7337　FAX：025-262-7167 
　　MAIL：shougaku@adm.niigata-u.ac.jp 
  　※郵送で提出する場合は，簡易書留扱いで送付してください。




